
Q＆A

Q＆A

年 金 事 務 所

協 会 け ん ぽ

適用事業所の手続きについて

健康事業所宣言について

A

Q

〈お問い合わせ先〉  全国健康保険協会　福島支部 企画総務グループ　TEL.024-523-3916

令和5年10月から令和6年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6

カ月以上50人を超えたことが確認できる場合は、日本年金機構において対象の適用事業所を特定

適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」

を送付するため、「特定適用事業所該当届」の届出は不要です（法人事業
所の場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所に対して通知

書を送付します）。

適用拡大の実施にともない、新たに被保険者資格を取得する短時間労働

者がいる場合は、各適用事業所がその者にかかる「被保険者資格取得届」
を事務センター等へ届け出る必要があります（健康保険組合が管掌する

健康保険の「被保険者資格取得届」については、健康保険組合へ届け出
ることになります）。

令和6年10月1日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような
手続きが必要ですか。
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「健康経営優良法人」は、大規模法人部門と中小規模法人部門に分けられ、中小規模法人部門では、

加入している保険者が実施する宣言事業を行っていることが申請に必要な条件となっております。

協会けんぽ加入の事業所様は「健康事業所宣言」に参加をすることが必須

条件となりますので、申請を希望される事業主様はご自身の事業所が宣言

をしているかをお確かめください。

なお、宣言がお済みでない事業所様は協会けんぽのHPよりエントリーシー

トを印刷していただき、FAXまたは郵送にてお申し込みください。

経済産業省「健康経営優良法人2025」に申し込みをしようと考えています。加入
保険者が実施する宣言事業が必須と聞きました。本当でしょうか？

Ａ．本当です！

※年金のご相談、ご予約は「ねんきんダイヤル」へ   TEL.0570-05-1165
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「原点回帰」 

　海外からの技能実習生を受け入れて7年目になります。

自分が担当となり当初は不安しかありませんでしたが、

見ると聞くとでは大違いで、来日した彼らの勤勉さと誠

実さには驚かされるばかりでした。また、「おはようござい

ます」「お疲れさまでした」「いただきます」「ごちそうさま

でした」とごく自然に日々の挨拶ができることにも心が

洗われる思いです。我々日本人も見習うべきことが多々

あります。

　食事も心配でしたが、それも杞憂に終わり日本の食

事は全部美味しいと何でも食べています。お米の美味し

さには感動すらしています。今や家庭菜園で野菜も作っ

ています（笑）。

　数年前、彼らの一人が腹部の激痛で病院で診て

もらったところ胆石がみつかり入院手術となりました。手術

はできれば避けたいと強く訴えてきました。費用や医療

技術が心配とのことが理由です（母国では噓か真か

体内に石が溜まった時はオリーブオイルを一気飲みして

外に出すという賭けに出るらしいです。手術ができるのは

一部の裕福な人だけとも…）。手術は成功し医師と話を

する際には、日本の保険制度、医療技術について感謝

の言葉を告げていました。日本には感謝とも。私たちに

は当たり前のことが彼らにはそう映るのかと目から鱗が落

ちました。

　近い将来日本を離れる日がやってきます。私も多くの

ことを学ばせてもらいましたし、多くの時間彼らと接し

てきました。日本に来て本当によかったという思いを持っ

て帰国してほしいものです。
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